
森林ボランティア団体（ＮＰＯ法人等）を対象とした施業実施協定制度

森林ボランティア団体（ＮＰＯ法人等）と森林所有者等が締

結する森林施業の実施に関する協定について、市町村長が認

［森林法第１０条の１１の８］可する制度

森林ボランティア団体
協 定 森林所有者等

（ＮＰＯ法人等）

ＮＰＯ法人等： 協定の区域：申請 認可

緑化活動その他の森林の整備・保全活 公益的機能別施業森林

動を目的として設立された （水土保全林、森林と人との共生林）

①ＮＰＯ法人 認可の基準：市 町 村 長

②一般社団法人、一般財団法人 ①協定の内容が法令に違反していないこと

③営利を目的としない法人及び団体 協定に基づき森林施業を実施 ②市町村森林整備計画の達成に資すること

するＮＰＯ法人等を森林整備 ③森林の利用を不当に制限するものでない

事業の事業実施主体に追加 こと

協定の効力：

協定締結後新たに森林所有者等になった者

にも協定の効力が及ぶ


